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小野町新卒者就労応援金
　小野町新卒者就労応援金は、町の将来を担う新卒
者を応援することで、町内の雇用の確保を図り、地
域経済の発展を目的として創設されました。
○事業内容
　10月１日から始まっている今年度の申請の受け付
けについては、平成31年４月１日以降に正規雇用さ
れた新卒者で、交付要件のすべてに該当する方（雇
用時点で高等学校または大学などを卒業してから
６ヵ月未満の方）に対し30万円を応援金として交付
します。

○交付要件
・町内に本社または事業所、工場等を有する企業な

ど（民間企業、NPO、社会福祉法人、農業法人など）
に正規雇用されていること。

・正規雇用された時点で小野町に住民登録されてい
る新卒者または福島県立小野高等学校（平田分校
を除く）の新卒者であること。

・基準日（令和２年９月30日）の時点で12ヵ月以上、
同一企業もしくはその親会社または子会社で就労
していること。

・町税の滞納がないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業
を営む企業などに雇用されていないこと。

※申請書などについては、町公式ウェブサイトから
ダウンロードするか、下記までお問い合わせくだ
さい。

問企画政策課　☎72-6939

電子たばこやモバイルバッテリーなどは危険ごみとして捨ててください
　リチウムイオン電池が取り付けてある電子
たばこやモバイルバッテリーなどは「もやせ
ないごみ」に混入すると、ごみの回収作業や
ごみ処理施設での処理中に発火や爆発の可能
性があり大変危険です。
　リチウムイオン電池が取り付けてある機器
を捨てる時には、機器からリチウムイオン電
池を取り外してリサイクルに出すか、取り外
しができない機器の場合には「危険ごみ」に分

別して出してください。リチウムイオン電池
のリサイクルについては、家電量販店などに
設置されているリサイクルボックスを利用す
るか販売店などにご相談ください。
　なおリサイクルボックスなどに出す場合に
は、発火や破裂などを防止するため、必ずリ
チウムイオン電池の端子部分に絶縁テープを
張ってから出してください。

ひとり親家族医療費受給者証の更新のお知らせ
　ひとり親家庭医療費受給者証の有効期限は10月31
日までとなっています。
　11月１日以降も引き続き医療費の助成を受けるに
は更新の手続きが必要です。
　受給者の方には個別に案内通知を送付しています
ので、ご確認のうえ、忘れずに手続きしてください。

＜申請に必要なもの＞
①ひとり親家庭医療費受給資格登録（更新）申請書
②ひとり親家庭医療費受給者証（水色のカード）
③受給者と児童の保険証
④受給者と児童の戸籍謄本
※詳しくは、案内通知をご覧ください。

問子育て支援課　☎72-2212

問町民生活課　☎72-6933
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